
昭
和
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日
受
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（
質
問
の 

八
二
） 

答

弁

第

八

二

号 

    

衆
議
院
議
員
土
橋
一
吉
君
提
出
農
地
委
員
会
書
記
の
身
分
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
六
八
号 

昭
和
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



四 

昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
日
の
労
働
協
定
書
の
性
格
は
農
林
大
臣
の
道
義
的
責
任
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
農
地

委
員
会
の
書
記
の
任
免
に
つ
い
て
農
林
大
臣
は
何
等
直
接
の
権
限
は
な
く
雇
傭
契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
。 

五 

以
上
に
よ
つ
て
市
町
村
農
地
委
員
会
は
市
町
村
に
設
置
せ
ら
れ
る
機
関
で
あ
り
、
そ
の
書
記
は
市
町
村
の
職
員
た
る
身

分
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。 

三 

農
地
委
員
会
書
記
の
給
與
は
国
庫
よ
り
補
助
は
し
て
い
る
が
、
国
家
か
ら
支
給
は
し
て
い
な
い
。 

一 

農
地
改
革
事
業
は
、
国
の
事
業
で
あ
る
が
、
農
地
委
員
会
の
取
扱
う
事
業
は
広
く
、
従
つ
て
農
地
委
員
会
が
必
ず
し
も

国
家
機
関
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。 

二 

地
方
公
共
団
体
と
は
独
立
し
た
処
分
権
を
有
す
る
が
、
そ
の
経
費
は
地
方
公
共
団
体
に
よ
つ
て
賄
わ
せ
て
お
り
従
つ
て

国
家
機
関
で
は
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 

衆
議
院
議
員
土
橋
一
吉
君
提
出
農
地
委
員
会
書
記
の
身
分
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 
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